
第 ８ 号議案   

 

佐賀市生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 

 このことについて、別紙のとおり提出する。 

 

 

平成２０年６月２４日 

 

 

     教育長    田部井 洋文  

 

 

（提案理由） 

 

 佐賀市立富士生涯学習センターの開館に伴い、改正する必要があるので、

この案を提出する。  



佐賀市教育委員会規則第 号  

 

佐賀市生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 佐賀市生涯学習センター条例施行規則（平成１７年佐賀市教育委員会規則第３３

号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表を次のように改める。 

 

 



別表 

 

１ 佐賀市立大和生涯学習センター附属備品使用料  

区分 単位 
使用料 

（円） 
摘要 

音響機器 １式 １,０００  

映像機器 １式 １,０００  

資料提示装置 １式 １,０００  

ダイナミックマイク １台 １５０ マイクスタンド含

む。 

ワイヤレスマイク

（ハンド型） 

１台 １５０ マイクスタンド含

む。 

ワイヤレスマイク

（タイピン型） 

１台 １５０  

液晶ビデオプロジェ

クター 

１式 １,０００  

電動巻上スクリーン １式 ５００  

映像・音響機

器備品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５型テレビ １台 ２００  

ピアノ １台 ２００  

展示用パネル（脚含

む。） 

１枚 １００ １日当たり 

旗（国旗・市旗） １枚 １００ バトン含む。 

紙折機 １回 １５０  

陶芸電気炉（素焼） １回 ８００  

陶芸電気炉（本焼） １回 １,５００  

電動ろくろ １台 １００  

その他備品 

 

 

持込器具 １kw １００ １基につき 

  ※ この表に掲げるもの以外の附属設備・備品を使用する場合の使用料は、この

表に掲げるもののうち類似する附属設備・備品の使用料の額に準じて別に定め

る。 

 

 



２ 佐賀市立富士生涯学習センター附属備品使用料 

区分 単位 
使用料 

（円） 
摘要 

サスペンションライ

ト 

１式 ５００  

アッパーホリゾント

ライト 

１式 ５００  

フロントサイドライ

ト 

１式 ５００  

シーリングスポット

ライト 

１式 ５００  

舞台操作卓 １台 ２００ マイクを除く。 

音響調整卓 １台 １,０００ 周辺機器卓を含

む。 

マイクロホン １本 １５０ マイクスタンド含

む。 

照明・音響機

器備品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイヤレスアンプ １式 ２５０ マイク１本を含

む。 

舞台幕 １式 ５００  

スクリーン １式 ５００  

舞台設備 

旗（国旗・市旗） １枚 １００ バトン含む。 

ピアノ １台 １００  

液晶プロジェクター １式 ２５０  

スクリーン付ホワイ

トボード 

１台 ２００  

その他備品 

 

 

持込器具 １kw １００ １基につき 

  ※ この表に掲げるもの以外の附属設備・備品を使用する場合の使用料は、この

表に掲げるもののうち類似する附属設備・備品の使用料の額に準じて別に定め

る。 

 

 



   附 則 

 この規則は、平成２０年７月１９日から施行する。 

 

 

 

 

 


